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労働法関連の改正状況や労働組合
の動向などを紹介します。

アンテナアンテナ

「カスタマーハラスメント対策導入
セミナー」を開催／福岡県

　福岡県は、カスタマーハラスメント（顧客等から
の悪質な迷惑行為）対策に関する講義及び業種に応じ
た事案や対策事例を紹介する標記セミナーをオンラ
インで開催することから、参加を呼びかけている。
　詳細は、以下の通り。

日　　時

①飲食業・宿泊業向け
9 月13日（火）

②小売業・サービス業向け
9 月20日（火）

③運輸業向け
10月12日（水）

④その他の業務向け
10月17日（月）

※時間はいずれも14：00～15：30

開催方式 ミーティン グ ツールZOOMによるオ ン ラ
イン形式

詳細な内容やお申し込みは、下のWEBをご覧ください。
https://www.ahc-net.co.jp/lp/f-hatarakikata2022/
cushara

時間額900円（30円引上げ）で福
岡県最低賃金の改正を答申／福岡地方
最低賃金審議会

　福岡労働局長から諮問を受けていた福岡地方賃金審
議会は、福岡労働局長に対し、現行の最低賃金額時間
額870円に対し、引上げ額を30円、引上げ率は3.45％
とする答申を行った。
　今後は、異議申出の公示等の諸般の手続きを経て、
福岡県最低賃金額が決定される。
改正額の効力発生日は、現時点では令和 4 年10月 8
日が見込まれている。
福岡県最低賃金の改正の推移

平成30年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

最 低 賃 金 額 814円 841円 842円 870円 900円

対前年度引上げ額 25円 27円 1円 28円 30円

対前年度引上げ率 3.17% 3.32% 0.12% 3.33% 3.45%

　厚生労働省は、労働災害防止に向けた事業場・企業
の取組み事例を募集し、国民からの投票等により優良
事例を選ぶ標記コンクールを実施する。
　応募期間は 8 月 1 日（月）から 9 月30日（金）ま
でとしており、応募事例は ｢あんぜんプロジェクト｣
のホームページに掲載し、11月 1 日（火）～ 12月31日

（土）の間に実施する投票の結果等に基づいて、優良
事例を決定する。令和 5 年 2 月下旬に優良事例に対す
る表彰を行う予定。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26951.html

「『見える』安全活動コンクール」を
実施／厚生労働省

　厚生労働省は、過重労働防止に関連する基本ルール
や裁判例の解説、企業の事例紹介など、「実務的に使
える知識やノウハウ」を提供する標記セミナーを開
催することから、参加を呼びかけている。
　東京・大阪・愛知の会場で開催する他、オンライ
ンでは、9 月から12月までの期間、全44回の中から、
講師、テーマを選んで申込をすることができる。

日　時 9 月末から12月中旬
（WEBサイトをご確認下さい。）

形　式 会場開催の他、オンライン

参加費 無料

詳細な内容・日程、お申し込みは、専用ホームペー
ジをご確認ください。
https://kajyu-kaisyou-zenkiren.com/

「過重労働解消のためのセミナー」を
開催／厚生労働省

　厚生労働省は、労働者の健康管理や職場環境の改善
など「労働衛生」に関する国民の意識を高め、職場の
自主的な活動を促して労働者の健康を確保することを

10月 1日から7日「全国労働衛生
週間」を実施／厚生労働省
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目的として、10月 1 日～ 7 日を本週間、9 月 1 日～30
日を準備期間として令和 4 年度「全国労働衛生週間」
を実施する。
　厚生労働省はこの期間に合わせ、過労死等の防止を
含めた長時間労働による健康障害の防止対策やメン
タルヘルス対策の推進、事業場で留意すべき「取組
の 5 つのポイント」をはじめ職場における新型コロ
ナウイルス感染症の予防対策の推進、病気を抱えた
労働者の治療と仕事の両立支援をサポートする仕組
みを整備するとしている。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26899.html

場　　所 福岡市博多区博多駅東2-11-1
福岡合同庁舎新館

申込方法
下のリンク先のPDFに必要事項を記入のう
え、福岡労働局雇用環境・均等部までFAX
してください。

https://jsite.mhlw.go.jp/fukuokaroudoukyoku/
content/contents/001234459.pdf

　福岡労働局は、所定外労働時間の削減、年次有給
休暇の取得促進などを図る「働き方改革」を企業が
自主的に進めていくことを推進するため、標記セミ
ナー・ワークショップを開催することから、参加を
呼びかけている。
　当日は、年次有給休暇の計画付与、時間単位付与制
度の導入などの説明の後、参加者とファシリテーター

（働き方・休み方改善コンサルタント）が一緒に意
見交換を行う。
　詳細は、以下のとおり。

日　　時

① 9 月22日（木）　14：00～15：30
②10月27日（木）　AM10：30～12：00

PM14：00～15：30
③11月 9 日（水）　AM10：00～11：30
④12月21日（水）　AM10：30～12：00

PM14：00～15：30
⑤令和 5 年
　 1 月25日（水）　AM10：30～12：00

PM14：00～15：30
⑥令和 5 年
　 2 月14日（火）　AM10：30～12：00

PM14：00～15：30
⑦令和 5 年
　 3 月17日（金）　AM10：30～12：00

PM14：00～15：30

「働き方・休み方改善」セミナー
＆意見交換会（ワークショップ）を
開催／福岡労働局

　福岡県は、障がい者雇用のさらなる促進と県民及び
企業の障がい者雇用に対する理解を深めるため、標記
大会を開催することから、参加を呼びかけている。
　障がい者雇用の促進に貢献している事業主及び障が
い者を克服し模範的な職業人として業績をあげている
勤労障がい者を表彰するほか、障がい者雇用の先進的
な取組みを行っている企業による基調講演を行う。

日　時 10月31日（月）　14：00～15：50

会　場 福岡県庁 3 階講堂（福岡市東区東公園7-7）

参加費 無料

申　込 下のURL内にある参加申込書からお申込み
ください。

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/
attachment/171790.pdf

「福岡県障がい者雇用促進大会」を開
催／福岡県

9月は「職場の健康診断実施強化月
間」／厚生労働省

　厚生労働省は、毎年 9 月を「職場の健康診断実施強
化月間」とし、労働安全衛生法に基づく一般定期健康
診断の実施、その結果についての医師の意見聴取、そ
の意見を踏まえた就業上の措置の実施の徹底を呼びか
けている。
　令和 4 年度の強化月間の重点周知事項は、「医療保険
者との連携」によるコラボヘルスの推進としている。

ふくおか経協NEWS［2022.9］ 2



10月 1日より、
改正育児・介護休業法が施行される

　令和 3 年 6 月に公布された育児・介護休業法が、今年 4 月 1 日から段階的に施行されています。特に、10月
1 日から施行される内容には、新制度「出生時育児休業」の創設などが含まれており、対応すべき実務も多岐に
渡ります。以下にポイントをまとめました。

③ 出生直後の柔軟な育児休業制度の創設
施行日：令和4年10月1日

新制度（現行制度とは別に取得可能） 現行育休制度

対 象 期 間
取得可能日数 子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能 原則子が 1 歳

（最長 2 歳）まで

＋

① 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の義務化
施行日：令和4年4月1日

・雇用環境整備の具体的内容については、以下のいずれかを選択して措置しなければなりません。
①育児休業にかかる研修の実施
②育児休業に関する相談体制の整備（相談窓口の設置等）
③雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集および当該事例の提供
④雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知

・育児休業制度等の周知と休業の取得意向確認を個別に行わなければなりません。
※休業取得意向の確認は、事業主が労働者に対し、育児休業の取得を控えさせるような形での実施を

認めないことを定める予定です。

⃝育児休業を取得しやすい雇用環境の整備（研修、相談窓口設置等）
⃝妊娠・出産（本人または配偶者）の申し出をした労働者に対する個別の

周知・意向確認の措置

② 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
施行日：令和4年4月1日

改正前

（育児休業の場合）
⑴引き続き雇用された期間が 1 年以上

⑵ 1 歳 6 か月までの間に契約が
満了することが明らかでない

改正後

⃝⑴の要件を撤廃し、⑵のみに
※無期雇用労働者と同様の取り扱い

（引き続き雇用された期間が 1 年未満の
労働者は労使協定の締結により除外可)
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⑤ 育児休業取得状況の公表の義務化
施行日：令和5年4月1日

※公表内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」です。

従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を年1回公表
することが義務付けられます。

④ 育児休業の分割取得
施行日：令和4年10月1日

改正前

⃝原則分割することはできない

⃝ 1 歳以降に育休を延長する場合､
育休開始日は 1 歳、1 歳半の時
点に限定

改正後

⃝（新制度とは別に）分割して 2 回
まで取得可能

⃝ 1 歳以降に延長する場合につい
て、育休開始日を柔軟化

※ 1　職場環境の整備などについて、今回の改正で義務付けられる内容を上回る取り組みの実施を労使協
定で定めている場合は、1 か月前までとすることができます。

※ 2　具体的な手続きの流れは以下①～③のとおりです。
①労働者が就業してもよい場合は事業主にその条件を申出
②事業主は、労働者が申し出た条件の範囲内で候補日・時間を提示
③労働者が同意した範囲で就業

　なお、就業可能日等の上限（休業期間中の労働日・所定労働時間の半分）を厚生労働省令で定める
予定です。

（注）新制度についても育児休業給付の対象となります。

申 出 期 限 原則休業の2週間前まで（※ 1） 原則 1 か月前まで

分 割 取 得 分割して 2回取得可能
原則分割不可

（今回の改正で分割して
2 回まで取得可能）

休業中の就業
労使協定を締結している場合に限り、
労働者が合意した範囲（※2）で休業中に就業する
ことが可能

原則就業不可
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1 月 1 日 か ら 行 う こ と と し、 Ｈ 26 年 12 月、
Ｙと団交したものの、 Ｙの同意を得ること
が で き な い ま ま、 Ｈ 27 年 1 月 1 日 か ら 55 歳
を超える教職員の昇給抑制を実施しました。

⑶　Ｘは、H26 年度人事院勧告で国家公務員の
給与制度が改正されることに倣い、Ｘの職員
の賃金の引き下げ等を内容とする給与制度
の改正を行うこととし（以下②という。）、
②について、H26 年 9 月から H27 年 3 月まで
合計 7 回、Ｙと団交したものの、Ｙの同意を
得ることができないまま、H27 年 4 月 1 日か
ら見直し後の給与制度を実施しました。

⑷　このため、 Ｙは、 山形県労働委員会Ｚに
対し、 Ｘを相手方とする救済申立てを行い
ました。

⑸　Ｚは、審査の結果、Ｘの対応について、昇
給の抑制や賃下げを人事院勧告と同程度に
すべき根拠についての説明が不十分であり、
その説明に不可欠とされる資料も提示され
て お ら ず、 交 渉 態 度 も 頑 な で あ っ た と し、
Ｙとの団交におけるＸの対応は労組法 7 条 2
号の不当労働行為に該当するとして、 Ｈ 31
年 1 月 15 日、 Ｘ に 対 し、 Ｙ と の 間 の ① ② に
係る団交について、 適切な財務情報等を提
示するなどして自らの主張に固執すること

１．はじめに
　本件は、団交を命じても合意成立の見込みがない
と認められる場合に、労働委員会が誠実交渉命令を
発することができるか否かが争われた事案です。
　山形地裁と仙台高裁は、合意成立の見込みがな
い以上、不可能を強いるものであるとして誠実交
渉命令を取り消しましたが、最高裁は、合意の成
立する見込みがないことをもって、誠実交渉命令
を発することが直ちに救済命令制度の本来の趣
旨、目的に由来する労働委員会の権限を逸脱する
ということはできないとして、原判決を破棄し、
大学側の対応が不当労働行為に該当するかどうか
の審理を尽くさせるため、仙台高裁に差し戻しま
した。

２．事案の概要
⑴　学校法人Ｘは、Ｈ 24 年度人事院勧告で H26

年 1 月 1 日 か ら 55 歳 を 超 え る 国 家 公 務 員 の
昇給が停止又は抑制されることに倣い、 Ｘ
の教職員のうち 55 歳を超える者の昇給を H26
年 1 月 １ 日から抑制することとし（以下①
という。）、Ｘの教職員等が組織する労働組
合Ｙに団交を申し入れ、 Ｈ 25 年 11 月と同年
12 月の 2 回、団交を行いました。

⑵　Ｘは、 Ｈ 25 年 12 月頃、 ①の実施をＨ 27 年

合意成立の見込みがないと認められる場合の労働委
員会の誠実交渉命令と労働委員会の裁量権の範囲

―山形大学事件
（最判R4.３.18　【労働経済判例速報73巻15号】）―

弁護士 石 橋 　 英 之
◆執筆者のご紹介

平成元年  弁護士登録
ふくおか法律事務所（福岡市）

◆執筆者のご紹介

いしばし　ひでゆき
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なく誠実に応じなければならないとする救
済命令を発しました。

⑹　ＸがＺの救済命令の取消を求めて山形地
裁に提訴。Ｙ補助参加。

３．山形地裁の判決要旨（R2.5.26）
　団交は、労働者の待遇又は労使関係上のルール
について合意を達成することを主たる目的として
交渉を行うものであり、本件各交渉事項について
は、既に実施されており、これについて改めて合
意を達成するなどということはあり得ないから、
本件各交渉事項について団交に応じるようＸに命
じることは、Ｘに不可能を強いるものというほか
なく、本件救済命令は、処分行政庁の裁量権の範
囲を超える違法なものとして取消を免れないとし
て、Ｚの誠実交渉命令を取り消しました。

４．Ｚ、Ｙの主な控訴理由
　Ｚの控訴理由…不当労働行為救済制度の趣旨で
ある正常な集団的労使秩序を回復するためには、
Ｘに更なる団交を命じることが必要であり、それ
ができなければ、就業規則の強行的な不利益変更
等を推奨することにもなりかねない。
　Ｙの控訴理由…本件救済命令はあくまでも誠実
な団交を命じたもので、結果として合意に至るべ
きことを強制するものではない。

５．仙台高裁（控訴棄却）の判決要旨（R3.3.23)
　本件各交渉事項について新たな合意をする場
合、その実現にはＸの予算の裏付けが必要である
ところ、教育機関であるＸの性質上、自己収入の
みでは事業を運営することができず、事業経費の
約 3 割を国からの交付金に依存せざるを得ない実
情があり、国からの交付金も減額が続いていたと
いう事情等からすると、本件救済命令が発せられ
た H31 年 1 月 15 日の時点において、ＸとＹが改め
て団交を実施したとしても、Ｙにとって優位な合
意を成立させることは事実上不可能であったと推

認され、本件救済命令は、裁量権の範囲を逸脱し
たものといわざるを得ない。
　正常な集団的労使秩序の回復は不当労働行為救
済制度の目的とするところであるが、団交が最終
的には労使の一定の合意の成立を目的とするもの
である以上、合意成立の見込みのない団交を命ず
ることは、目的を達成する可能性のない団交を強
いるもので行き過ぎといわざるを得ない。
　このような命令によらなくとも、 いわゆるポ
ス ト・ノーティス命令によって正常な集団的労
使秩序の回復を図ることも考えられ、それが効果
として不十分であるともいい難い。
　→ Ｚ上告受理申立。

６．最高裁（破棄差し戻し）の判決要旨
⑴　労働委員会は、 救済命令を発するに当た

り、 不当労働行為によって発生した侵害状
態を除去、 是正し、 正常な集団的労使秩序
の迅速な回復、 確保を図るという救済命令
制度の本来の趣旨、 目的に由来する限界を
逸脱することは許されないが、 その内容の
決定について広い裁量権を有するのであり、
救済命令の内容の適法性が争われる場合、裁
判所は、労働委員会の上記裁量権を尊重し、
その行使が上記の趣旨や目的に照らして是
認される範囲を超え、 又は著しく不合理で
あって濫用にわたると認められるものでな
い限り、 当該命令を違法とすべきではない

（最判 S52.2. 23）。
⑵　団体交渉に係る事項に関して合意の成立

す る 見 込 み が な い と 認 め ら れ る 場 合 に は、
誠実交渉命令を発しても、 労働組合が労働
条件等の獲得の機会を現実に回復すること
は期待できないものともいえる。
　しかしながら、 このような場合であって
も、 使用者が労働組合に対する誠実交渉義
務を尽くしていないときは、 その後誠実に
団交に応ずるに至れば、 労働組合は当該団
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らすると、本件のような結論にならざるを得ない
のかも知れません。
　しかし、本件において、Ｘに対して、改めてＹ
と団交を行わせる意味や必要性がどの程度あるの
かについては、否定的に考えざるを得ません。
　地裁や高裁は、かかる観点から、団交を行って
も合意成立の見込みはなく、団交を命じることは
使用者に不可能を強いるものであるとして救済命
令を取り消したのだと思いますが、最高裁は、合
意の成立が見込めなくても誠実に団交に応じるこ
と自体は可能であり、労働委員会の命令は不可能
を強いるものではないと判示しており、団交によ
る結果は別として、団交を誠実に行わせること自
体に意味があり、それによって正常な集団的労使
関係秩序の回復等を図ることが出来る場合もある
と考えているようです。
　本件については、高裁判決が示しているように
ポ ス ト・ノーティスによる救済もありえた事案
であると思われ、労働委員会の救済命令のあり方
を考えるうえで重要な判例であると考え、紹介し
た次第です。
　なお、 団交において必要な資料の提示を拒否
し、あるいは提示しない理由を説明しないことが
不当労働行為にあたるとした事件として、東北測
量事件（最判 H6.6. 13・労働判例 № 656 P15）や日
本ア イ・ビー・エ ム事件（東京地判 H14.2. 27・労
働判例 № 830 P66）等があるので、参考にして下
さい。

交に関して使用者から十分な説明や資料の
提示を受けることができるようになるとと
もに、 組合活動一般についても労働組合の
交渉力の回復や労使間のコ ミュニ ケーショ
ンの正常化が図られるから、 誠実交渉命令
を発することは、 不当労働行為によって発
生した侵害状態を除去、 是正し、 正常な集
団的労使関係秩序の迅速な回復、 確保を図
ることに資するものというべきである。
　そうすると、 合意の成立する見込みがな
いことをもって、 誠実交渉命令を発するこ
とが直ちに救済命令制度の本来の趣旨、 目
的に由来する権限を逸脱するということは
できない。
　また、 上記のような場合であっても、 使
用者が誠実に団交に応じること自体は可能
であるから、 誠実交渉命令が事実上又は法
律上実現可能性のない事項を命ずるもので
あるとはいえないし、 上記のような侵害状
態がある以上、 救済の必要性がないという
こともできない。

７．コメント
　労働委員会の救済命令の取消訴訟においては、
裁判所は、労働委員会の裁量権を尊重することが
求められています。
　しかし、労働委員会の裁量権も無制限なもので
はなく、裁量権を逸脱すると場合には、不適法な
ものとして取り消されることになります。
　労働委員会の裁量権の限界について判示したの
が、本件最判が引用している最判 S52.2. 23（第二
鳩タ ク シー事件・労働判例 269 号 P14）で、上記
６⑴と同様の判断枠組が示されており、この判断
枠組そのものに異論はないものと思われます。
　本件最判は、第二鳩タ ク シー事件の判断枠組
に沿って、本件救済命令が労働委員会の裁量を逸
脱するものかどうかという判断を行っており、労
働委員会に広い裁量を認めている裁判所の立場か
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2022年 8 月9日

業　　　　　種
2022年 2021年

社数（社） 妥結額（円） アップ率（％） 社数（社） 妥結額（円） アップ率（％）

製
　
　
　
造
　
　
　
業

鉄 鋼・ 非 鉄 金 属 1 4 5,4 8 1 2.0 5 1 6 4,8 6 8 1.8 1

機 械 金 属 8 4 5,4 8 6 2.0 7 8 9 4,7 6 4 1.7 9

電 気 機 器 9 5,9 8 3 2.1 7 7 4,5 1 2 1.8 8

輸 送 用 機 器 1 3 5,4 6 8 2.1 2 1 1 4,4 2 8 1.7 4

化 学 2 1 5,5 1 5 2.0 6 1 9 4,8 3 7 1.8 0

紙 ・ パ ル プ 1 0 4,6 0 2 1.7 5 9 4,3 4 8 1.8 4

窯 業 1 0 4,5 4 0 1.6 2 1 1 4,1 8 9 1.5 3

繊 維 1 5 3,9 9 0 1.6 7 1 7 3,2 6 3 1.4 7

印 刷 ・ 出 版 8 5,7 0 3 1.9 0 6 5,1 5 7 1.7 1

食 品 1 7 4,5 6 0 1.7 7 1 8 4,7 6 3 1.9 3

そ の 他 製 造 業 3 8 5,2 2 9 1.9 0 3 3 4,4 5 1 1.6 1

製 造 業 平 均 2 3 9
5,3 1 2 1.9 9

2 3 6
4,6 3 3 1.7 5

（5,0 1 5） （1.9 3） （4,3 1 2） （1.6 8）

非
　
製
　
造
　
業

商 業 4 0 4,8 9 8 1.9 4 3 9 3,9 4 2 1.5 5

金 融 4 3,4 5 3 1.5 3 4 5,2 0 8 2.0 3

運 輸 ・ 通 信 3 8 3,7 4 1 1.4 9 3 6 3,3 7 2 1.3 7

土 木 ・ 建 設 1 7 6,2 9 5 2.4 7 1 6 4,7 6 2 1.8 4

ガ ス ・ 電 気 9 4,5 5 6 1.5 9 1 1 4,3 0 3 1.5 4

そ の 他 非 製 造 業 3 0 4,9 6 9 1.9 5 2 8 4,4 6 9 1.8 1

非 製 造 業 平 均 1 3 8
4,5 7 1 1.8 0

1 3 4
3,9 7 1 1.5 7

（4,5 1 8） （1.7 9） （4,0 0 8） （1.6 0）

総 　 平 　 均 3 7 7
5,0 3 6 1.9 2

3 7 0
4,3 7 6 1.6 8

（4,8 3 3） （1.8 8） （4,2 0 2） （1.6 5）

規
　
　
模
　
　
別

１００人未満 1 2 3
4,4 9 7 1.8 0

1 2 2
4,1 6 2 1.6 6

（4,4 7 6） （1.8 0） （3,9 6 0） （1.5 9）

１００～３００人未満 1 7 6
5,0 5 9 1.9 4

1 7 0
4,2 6 7 1.6 5

（5,0 2 8） （1.9 4） （4,2 7 8） （1.6 7）

３００～５００人未満 7 8
5,1 3 5 1.9 4

7 8
4,5 2 9 1.7 2

（4,9 5 8） （1.9 0） （4,4 1 4） （1.7 0）

【最終集計】

（注） 1 本調査は、地方別経済団体の協力により、従業員数500人未満の17業種754社を対象に実施
2 17業種385社（51.1％）の妥結を把握しているが、うち 8 社は平均金額不明等のため､ 集計より除外
3 上記妥結額は、定期昇給（賃金体系維持分）等を含む
4 製造業平均、非製造業平均、総平均欄の（　）内の数値は、単純平均
5 2021年の数値は、2021年 8 月6日付最終集計結果

（一社）日本経済団体連合会 集計
2022年 春季労使交渉・中小企業業種別妥結結果（加重平均）
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業　　　　　 種
2022年 夏　季 2021年 夏　季

社数（社） 妥結額（円） 増 減 率（％） 社数（社） 妥結額（円） 増 減 率（％）

非 鉄 ･ 金 属 1 3 8 7 6,3 7 2 1 4.6 1 1 3 7 6 4,6 7 1 2.1 5

食 品 7 9 5 1,8 5 4 0.3 5 7 9 4 8,5 6 4 3.4 8

繊 維 1 5 8 2 8,5 9 5 4.7 9 1 4 7 9 0,7 2 6 0.4 4

紙 ･ パ ル プ 6 6 9 2,2 4 2 △ 0.8 7 6 6 9 8,3 0 5 △   0.2 7

印 刷 3 7 8 2,0 7 7 2 4.3 5 2 6 2 8,9 1 9 △   1.5 9

化 学 2 8 9 5 8,9 3 7 1 4.7 0 2 6 8 3 6,0 1 9 △   4.2 5

ゴ ム 5 8 3 6,6 6 8 5.0 3 5 7 9 6,6 1 0 1.3 8

セ メ ン ト 5 7 5 0,1 3 7 △ 3.4 3 5 7 7 6,7 8 9 4.2 9

鉄 鋼 9 1,0 1 3,9 1 3 8 6.6 0 9 5 4 3,3 5 8 △   4.8 5

機 械 金 属 2 9 4 4,5 4 2 1 5.5 5 3 8 1 7,4 5 5 △   8.3 9

電 機 1 2 9 7 0,1 2 4 6.2 3 1 2 9 1 3,2 1 1 △   0.7 7

自 動 車 1 3 9 1 5,8 4 2 4.1 2 1 6 8 7 9,6 2 6 △ 1 0.0 7

造 船 1 0 8 8 9,8 3 3 1 2.2 3 1 1 7 9 2,8 3 3 △   7.1 6

建 設 7 （従） 1,2 8 8,0 3 4 0.1 3 6 （従） 1,2 8 6,3 7 2 △ 1 2.1 8

商 業 3 （従）   7 4 1,3 6 7 1 5.2 3 2 （従）   6 4 3,3 8 4 ―

鉄 道 9 （従）   6 9 5,9 2 6 1 0.4 3 1 0 （従）   6 3 0,2 1 5 △ 2 3.6 8

［　民　　鉄　］ ［ 7］ ［（従）   6 4 8,1 0 5］ ［    4.2 8］ ［ 8］ ［（従）   6 2 1,5 0 6］ ［△ 1 8.5 7］

［　J　　  R　］ ［ 2］ ［（従）   7 2 4,9 4 6］ ［  1 4.0 4］ ［ 2］ ［（従）   6 3 5,6 9 7］ ［△ 2 5.4 9］

電 力 8 7 5 9,2 7 3 △ 0.9 2 8 7 6 6,3 4 3 1.5 3

情 報 通 信 4 8 2 5,1 3 9 2.6 3 4 8 0 3,9 6 9 ―

総 平 均 1 5 9
8 9 9,1 6 3 8.7 7

1 5 9
8 2 6,6 4 7 △   8.2 7

（8 2 3,7 2 4） （ 9.4 9） （7 5 2,3 4 8） （△   4.9 2）

製 造 業 平 均 1 2 8
9 2 0,3 9 3 9.5 8

1 2 9
8 3 9,9 2 7 △   5.9 4

（8 2 9,6 7 7） （1 1.9 0） （7 4 1,4 3 0） （△   3.1 9）

非 製 造 業 平 均 3 1
8 2 9,0 1 9 7.1 7

3 0
7 7 3,5 2 2 △ 1 7.0 0

（8 1 5,6 5 9） （ 2.0 5） （7 9 9,2 9 9） （△ 1 2.6 9）

（注） 1 調査対象は、原則として従業員500人以上、主要21業種大手254社
2 21業種187社（73.6％）の妥結を把握しているが、うち28社は平均額不明等のため集計より除外
3 平均欄の（　）内は一社あたりの単純平均
4（従）は従業員平均の数値を含む
5 増減率の△印はマイナスを示す
6 2021年夏季の数値は、2021年 8 月5日付最終集計結果
7 最終集計における「増減率（％）」は、前年公表値（最終集計）との比較により算定

（一社）日本経済団体連合会 集計
2022年 夏季賞与・一時金 大手企業業種別妥結結果（加重平均）

2022年 8 月5日【最終集計】
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　「
自
分
が
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を
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た
か
ら
か
も
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れ
ま
せ
ん
が
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近
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「
西
向
く
サ
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ラ
イ
」

２
０
１
５
年
９
月
７
日
付
西
日
本
新
聞
）

　
諏
訪
氏
は
作
家
で
、
い
ま
52
歳
。
07
年
に
芥
川
賞
を

受
賞
し
、
社
会
時
評
の
エ
ッ
セ
ー
も
多
い
。
冒
頭
の
エ
ッ

セ
ー
で
は
、
子
供
の
頃
に
観
た
懐
か
し
い
昭
和
の
代
表

番
組
と
し
て
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
「
新
日
本
紀
行
」
を
挙
げ
て
い

る
。
ま
た
、
Ｃ
Ｍ
は
日
本
生
命
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「
も
く
せ
い
の
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」

が
お
気
に
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だ
っ
た
と
い
う
。
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♪
も
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咲
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は
　
ふ
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思
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ど
じ
ょ
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駐
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和
尚
さ
ん
／
ニ
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お
ば
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ゃ
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車
で
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も
笑
顔
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い
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いっ
た
」

　
お
ば
ち
ゃ
ん
が
自
転
車
で
山
村
や
漁
村
を
走
る
シ
ー
ン

に
は
、
日
本
の
美
し
い
風
景
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季
が
映
し
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さ
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て
い

た
。
昨
今
の
生
命
保
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の
Ｃ
Ｍ
と
い
え
ば
、「
葬
儀
費
用

も
出
ま
す
」
と
か
「
健
康
祝
い
金
付
き
」
な
ど
が
て
ん
こ

盛
り
だ
。
大
切
な
情
報
だ
ろ
う
が
、「
利
益
丸
出
し
型
」

で
潤
い
が
欠
け
て
い
る
。「
い
の
ち
」
に
関
わ
る
商
品
案

内
は
、
も
っ
と
控
え
め
な
言
葉
で
品
よ
く
語
り
掛
け
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方
が
い
い
。

　
最
近
の
老
生
は
、
諏
訪
氏
と
同
じ
よ
う
に
「
騒
々
し

き
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の
」
―
す
な
わ
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新
聞
や
Ｔ
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る
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報
、
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イ
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言
葉
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他
者
批
判
の
罵
声
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誹
謗
中
傷
）
―
に

老
い
の
日
々
が
か
き
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さ
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て
い
る
。
そ
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折
、
九
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国
立
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市
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の
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」
展
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つ
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ん
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と
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く
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う
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、
落
ち
込
ん
だ
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持
ち
を
久
し
ぶ
り
に
穏
や
か
な

も
の
に
し
て
く
れ
た
。

　
老
生
は
若
い
頃
か
ら
飛
鳥
時
代
に
魅
か
れ
て
い
た
。
そ

の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
は
、
文
芸
評
論
家
亀
井
勝
一
郎

の
『
大
和
古
寺
風
物
誌
』
で
あ
る
。
今
で
は
す
っ
か
り

忘
れ
去
ら
れ
た
感
の
あ
る
亀
井
だ
が
、
老
生
の
学
生
時

代
に
は
学
内
の
書
店
に
『
日
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人
の
精
神
史
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究
』『
愛

の
無
常
に
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て
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代
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春
論
』
な
ど
の
著
作
が
ず

ら
り
と
並
ぶ
巨
大
な
思
想
家
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
亀
井
が
、
軍
靴
の
鳴
り
響
く
昭
和
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年
を
中
心
に

精
力
的
に
大
和
を
始
め
と
し
た
古
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古
寺
を
訪
れ
る
よ
う

に
な
る
。
中
宮
寺
の
半
跏
思
惟
像
前
に
立
っ
た
の
は
、
終

戦
直
後
の
昭
和
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年
秋
。
仏
像
に
漂
う
微
笑
の
中
に
、
亀

井
は
な
ぜ
日
本
は
戦
争
に
敗
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た
の
か
、
日
本
人
に
最
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要
な
も
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か
を
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つ
け
出
し
た
。
日
本
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原

因
、
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れ
は
他
者
を
認
め
ず
、
敵
対
憎
悪
す
る
「
微
笑
の

喪
失
」
に
他
な
ら
な
い
、
と
。

「
微
笑
」
こ
そ
「
ノ
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ジ
ー
」
の
精
神

的
対
抗
軸

　「
真
の
勇
猛
心
は
必
ず
柔
軟
心
を
伴
う
…
精
神
は
極
度

に
動
脈
硬
化
の
症
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を
呈
し
た
の
で
あ
る
。
言
論
も
文
章

も
微
笑
を
失
っ
た
。
正
し
い
言
説
、
正
し
い
情
愛
と
い
え

ど
も
、
微
笑
を
失
え
ば
不
正
と
な
る
」（『
大
和
古
寺
風
物

誌
』）

　
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
は
、
人
々
か
ら
温
も
り
や
ゆ
と
り
を

奪
い
取
っ
た
。
日
本
か
ら
、
世
界
か
ら
寛
容
さ
が
失
わ
れ

つ
つ
あ
る
。
他
者
否
定
の
攻
撃
的
な
言
葉
に
対
し
、
い
ま

我
々
が
取
り
戻
す
べ
き
精
神
の
対
抗
軸
は
、
半
跏
思
惟
像

の
よ
う
な
微
笑
そ
の
も
の
で
は
な
い
の
か
。
攻
め
立
て
る
だ

け
の
国
会
論
戦
、
マ
イ
ク
で
の
絶
叫
、
プ
ラ
カ
ー
ド
に
踊
る

「
反
×
×
」
の
文
字
…
。
そ
れ
は
強
い
言
葉
だ
。
一
般
的

に
は
断
定
的
な
言
葉
が
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
に
優
れ
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
が
ち
だ
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
思
想
的
に
敵
対

す
る
人
々
の
心
に
染
み
入
る
よ
う
な
言
論
力
こ
そ
政
治
運

動
の
命
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
強
い
言
葉
は
、
実
は
大

衆
に
は
届
か
な
い
単
な
る
ノ
イ
ジ
ー
な
言
葉
な
の
で
あ
る
。
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ご存じですか？新語・流行語

○タイパ	 時間は大事
　コストパフォーマンス（費用対効果）の略「コスパ」
は世間に浸透してきた。その時間版に相当するのが「タイ
パ（タイムパフォーマンス）」。短い時間で高い効果を得
られるか、という見方で、若い世代を中心にSNSなどでも
目にする。
　音楽の前奏を飛ばしてサビだけを聴いたり、動画の再
生速度を速めて視聴したりするのは、タイパを追求する
行動の表れといえそうだ。
　まさに「時は金なり」ということだろうか。人生は有限。
ただし、焦って行動すると「せいてはことを仕損じる」に
もなりかねない。

○覚醒	 待ってました
　スポーツで長く伸び悩んでいた選手が実力を発揮する
ケースなどで、「○○（選手名）ついに覚醒」などと使わ
れることがある。
　覚醒は「目がさめる、迷いに気づく」こと。くすぶって
いた選手の努力が花開くのを表すのに適し、「お目覚め」
などより少ない字数で表すことができる利点がある。
　2010年に常用漢字に「醒」の字が追加されるまでは
「覚せい」と表記されることが多かったが、常用漢字に加
わったことで漢字で書くメディアが増え、熟語「覚醒」の
出番も多くなった感がある。

○誠にごめんなさい	 誠に不誠実？
　企業などの謝罪記者会見の報を短くまとめたインター
ネット上の話題で、「誠にごめんなさい」という表現が使
われていた。一読して違和感があるフレーズだ。
　実際にこう発言されたわけではなく、どうやら、謝罪に
誠意が感じられない、うわべだけのものになっている、と
いうやゆがこめられたネットスラングのようだ。
　「誠に」には「申し訳ありません」と続くのが一般的で
「ごめんなさい」ではギャップがある。この言葉のミス
マッチが、受け手の不信感をうまく表現している。

○彼シャツ	 合わなくてもOK
　女性が恋人（彼）のシャツを着るファッションを「彼
シャツ」というそうだ。一般に、彼のシャツのほうが大き
い場合が多く、女性が着ると袖や裾が余るアンバランス
さが魅力的なのだとか。
　「彼シャツ」で例示される画像は襟つき、前開きのワイ
シャツが多い。また、彼の物でなくても、単に大きいシャ
ツを着こなすことも彼シャツに含まれるようだ。
　彼女のシャツを男性が着るのはきつくて難しいケースが
多いだろうから、「彼女シャツ」はまず生まれないだろう。

読売新聞東京本社 校閲部　　岡　直樹

東京消防庁
防火防災管理を見直そう
　歌舞伎町ビル火災は平成13年 9 月1日未明、東京
都新宿区歌舞伎町の雑居ビルで発生した火災です。
44人が犠牲となり、その主な原因として、屋内階段に
大量の物が放置されていたことが挙げられています。こ
れらが避難の障害となり、さらに燃焼して多量の煙を発
生させ、上階への延焼につながり、消防隊による消火
や救助活動の障害にもなりました。この火災により避難
施設の安全確保の重要性が認識されたことから、平成
14年に消防法が改正され、現場において速やかに火災
予防上の危険を排除するための物件除去命令などが制
定されました。また、ビルのオーナーなどの管理権原者

（※）は、より重大な法的責任を負うこととなり、防火管
理意識を高めるきっかけとなりました。二度とこのような火
災が起きないよう、避難施設の安全が確保されているか
確認しましょう。
　現在、東京消防庁では階段・廊下クリーンキャン
ペーンを実施しています。万一火災が発生して避難しな
ければならないとき、階段や廊下に物がたくさん置かれ

ていたら障害となります。また、燃え広がったり煙が発生
したりする危険もあります。消防機関は建物の立入検査
などの際に、階段や廊下などに物が置かれて非常に危
険な状況を確認した場合は、速やかに物を除去するよう
に、消防法に基づく物件除去命令を発令します。東京
消防庁では、平成14年の消防法改正から令和 4 年 5
月末までに計2566件の物件除去命令を発令し、避難
施設となる階段や廊下などの安全対策を強力に推進し
ています。命令の頻度は制定当初より減少したものの、
毎年一定数の発令があり、歌舞伎町ビル火災の教訓の
風化など、建物関係者の防火意識の低下が危惧される
ところです。
＜階段・廊下の安全対策のチェックポイント＞

□避難方法を日頃から確認しておく
□階段や廊下には物を置かない
□防火戸や防火シャッターの作動の障害になる物を置かない
□避難口は使用可能な状態にする

（※）消防法上の管理について権原を有する者。防火管理の最終
責任者で、会社では代表取締役社長など。

知っておきたい安心安全マメ知識
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講演を行う神﨑智子あすばるセンター長

会場の様子

講演を行う安達栄福岡労働局長

会員懇談会

令和 4年度第 1回会員懇談会を開催
　当協会は、8 月18日に福岡、筑後地区の会員懇
談会をホテルオークラ福岡で、8 月19日には北九州、
筑豊地区の会員懇談会をJR九州ステーションホテル
小倉にて開催した（プログラムは、両会場とも共通）。
　当協会の倉富会長による開会挨拶のあと、福岡労
働局長の安達栄氏が「労働行政の直面する課題と
今後の施策展開の展望」と題して、企業が直面する
課題と労働行政の施策に関して講演を行った。
　続いて、福岡県男女共同参画センターあすばるセ
ンター長の神﨑智子氏が「女性の活躍の課題『ア
ンコンシャス・バイアス』」と題して、女性活躍を阻
む要因や今後飛躍するためのヒントについて解説し
た。その後、着席式の懇親会を開き、会員どおし交
流を深めた。

経営法務研究会

副業・兼業について学ぶ
　経営法務研究会（企業の人事労務担当者及び弁
護士が労働法や人事・労務問題について研究・討議
を行う勉強会）は、8 月8日に例会を開催した。講
師は、石橋英之弁護士。
　講師は、副業・兼業の法的な位置づけや判例の
状況、労働政策の変化等を解説し、副業・兼業制
度を導入する際の留意点を説明した。参加企業の担
当者は、自社の取組状況について報告し、活発な議
論が行われた。

セミナー

定年前後の年金・社会保険知識習得
セミナー
　当協会は 8 月22日、定年前後の社員に関わる年
金・社会保険の基本的な知識を解説する標記セミ
ナーを開催した。講師は、特定社会保険労務士の
今任智恵子氏。
　講師は、総務・人事担当者が定年前社員の不安
や関心ごとにあわせて、やさしく説明するための基礎
知識やノウハウについて分かりやすく解説した。
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インフォメーション

福岡経協セミナー

　セミナーの申込方法など詳細につきましては、
ホームページをご覧ください。

　問題社員・能力不足社員を放置しないための対処
方法をケース別に解説します。

●問題社員の雇用管理セミナー

日　時：10月18日（火）　13：30～16：30
会　場：・電気ビル共創館3階　Bカンファレンス

・Zoomオンライン
講　師：弁護士　桑野 貴充 氏

（古賀・花島・桑野法律事務所）
参加費：会員10,000円／一般15,000円

　給与担当者、中間管理職、事業主として知ってお
くべき基本事項をわかりやすく解説します。

●�給与実務の法的留意点

日　時：9月14日（水）　9：30～16：30
会　場：電気ビル共創館3階　Bカンファレンス
講　師：久地石 冨起子 氏（特定社会保険労務士）
参加費：会員12,000円／一般18,000円

　「育休復帰・介護支援プラン」の策定や活用方法
を受講者のお隣に一人ずつプランナーが着席し、相
談しながら進める「伴走型」にて開催いたします。

●�仕事と育児・介護の両立支援セミナー

日　時：11月 7 日（月）　13：00～16：30
会　場：電気ビル共創館　3階　Cカンファレンス

　最近の法改正内容などを踏まえて、人事労務担当
者として必須の労働基準法の基本的な考え方と留意
点を解説します。

●労働法実務の基礎講座

日　時：1 日目　10月26日（水）　9：30～16：00
2 日目　10月27日（木）　9：30～16：00
※ 2日間とも受講の他、いずれか一方のみの受講も
できます。

内　容：1 日目　採用から退職までの人事労務の
ポイント

2 日目　最近の労働関係法の改正と実
務対応のポイント

会　場：電気ビル共創館3階　Bカンファレンス
講　師：社会保険労務士法人アドバンス

伴　芳夫 氏（特定社会保険労務士）

　年末調整を適切かつスムーズに行うために必要な
実務処理のポイントや留意点を分かりやすく解説
いたします。

●�年末調整の実務セミナー

日　時：11月14日（月）　9：30～16：30
会　場：電気ビル共創館　3階　Aカンファレンス
講　師：梶原 浩一 氏（税理士）
参加費：会員12,000円／一般18,000円

　メンタルヘルス不調者が発生した場合や休職か
ら復帰・退職する場合の諸問題について、実務的な
内容に重点を置いて解説します。

●�メンタルヘルス不調者をめぐる実務対応セミナー

日　時：12月13日（火）　13：30～16：30
会　場：・電気ビル共創館　3階　Bカンファレンス

・ZOOMオンライン
講　師：弁護士　永原　豪 氏

（徳永・松﨑・斉藤法律事務所代表弁護士）
参加費：会員10,000円/一般15,000円

〈 問 合 せ 〉福岡県経営者協会事務局

〈 問 合 せ 〉日本産業訓練協会・九州

●MTP（マネジメント研修プログラム）コース
日　時：10月18日（火）～20日（木）
会　場：Zoomオンライン
受講料：会員60,500円／一般70,950円

（消費税込み）

産訓九州セミナー

●TWI-JS「安全作業のやり方」コース
日　時：11月17日（木）～18日（金）
会　場：アクロス福岡6階　604室
受講料：会員30,800円／一般33,000円

（消費税込み）

講　師：伊丹 恵理奈 氏（社会保険労務士）
山内 里佳 氏（特定社会保険労務士）

参加費：無料（定員20名・先着順）
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社労士による無料労務相談
　福岡経協の会員以外の方でも、会員の関連・協力企
業等で、会員のご紹介により無料でご相談に応じます。
　諸規定の整備などお困りのことがございましたら、
ぜひご利用下さい。
担　　当：社会保険労務士法人・行政書士法人アド

バンス所属の社会保険労務士
日　　時：平日9：00～17：00
会　　場：社会保険労務士法人・行政書士法人アド

バンス（福岡市中央区舞鶴 2 丁目2-11
富士ビル赤坂 8F）

申込方法：事務局へお電話ください。

〈 問 合 せ 〉福岡県経営者協会事務局

事務局相談
　福岡経協では、労使関係（組合結成・団体交渉への
対応）のほか、人事労務管理や賃金などについて随時
ご相談に応じています。お気軽にご相談ください。

福岡経協顧問弁護士（敬称略）

阿部 哲茂　石橋 英之　奥田 邦夫　古賀 和孝
斉藤 芳朗　杉原 知佳　德永 弘志　中野 敬一
中野 昌治　永原　 豪　花島 正晃　松﨑　 隆
三浦 啓作　三浦 正道　山本 紀夫　渡邊 洋祐

▪緊急の場合は、上記日時以外でも対応いたします。
▪お申込みは、相談日の前日までに事務局へお電話に

てお願いします。
▪上記日程の他、ご要望により、当協会の顧問弁護
士をご紹介いたしております。

10月13日（木）
14：00～17：00

阿部�哲茂弁護士
（阿部哲茂法律事務所）

【北九州地区】

〈会　　場〉阿部哲茂法律事務所
（北九州市小倉北区大手町11-3  大手町アイビースクエア 3F）

【福岡地区】

〈会　　場〉福岡県経営者協会事務局（裏表紙地図参照）

9月22日（木）
14：00～17：00

松﨑�　隆弁護士
（德永・松﨑・斉藤法律事務所）

10月27日（木）
14：00～17：00

奥田�邦夫弁護士
（三浦・奥田・杉原法律事務所）

弁護士による無料法律相談
　ご担当いただく弁護士は「経営法曹会議」に所属する
方々です。福岡経協の会員以外の方でも、会員の関連・
協力企業等で、会員のご紹介により無料でご相談に応
じます。
　労働法に限らず、会社関係法などについてもお気軽
にご相談ください。

令和 4 年 8 月会務報告
＊太字……当協会主催行事
＊細字……経団連の行事および当協会が行政等から委嘱

された委員として出席した行事など

3日 労働法基礎学習会

3日 福岡最低賃金審議会

5日 福岡最低賃金審議会

8日 経営法務研究会

9日 福岡最低賃金審議会

18日 福岡労働者災害補償保険審査参与会

18日 福岡・筑後地区会員懇談会

19日 北九州・筑豊地区会員懇談会

22日 定年前後の年金・社会保険知識習得セミナー

25日 定例無料法律相談（福岡地区）

25日 福岡県労働委員会総会

30日 福岡最低賃金審議会

法律相談
事務局相談
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福岡県経営者協会
〒810-0004福岡市中央区渡辺通2 - 1-82電気ビル共創館 6階TEL.092-715-0562FAX.092-781-4149

ホームページhttps://www.fukuoka-keikyo.jp/
メールアドレスfukuoka-keikyo@ace.ocn.ne.jp

FM福岡
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　九州各県から多数の経営法曹弁護士と経営者及び人事労務担当者が一堂に会し、テーマに沿った内容
について判例の解説や企業の対応策、留意点など法律的な角度から分かりやすく解説いただきます。昨
年、一昨年は録画方式で開催しましたが、今年は一堂に会して通常通り開催する予定です。皆様のご参
加をお待ち申し上げます。

日時及び内容：
　 1 日目：11月21日（月） 13：30～17：00　「ハラスメント事案への企業の対応策」
　 2 日目：11月22日（火）  9：30～16：00　「ニューノーマル時代の労働法上の諸問題」

会　　場：城山ホテル鹿児島　4 階エメラルド
（鹿児島市新照院町41番地-1号　TEL 099-224-2211）

参 加 費：福岡県経営者協会　会　員　20,000円（1 名あたり。資料・2 日目の昼食代込）
会員外　30,000円

詳細につきましては決まり次第、ご案内いたします。

九州経営法曹大会  第56回鹿児島大会

参加者の声
　・多角的な視点から考えること、事前の対応の重要性を強く感じました。
　・多くの判例を取り上げての解説は、実務的でとても分かりやすかったです。
　・すばらしい大会で勉強になりました。また、弁護士さんと名刺交換ができたので、今後
相談できることが助かります。

　・多くの弁護士の見解が聴けて勉強になりました。


